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平野屋新田会所跡から１０月１８日撮影

18

大東市議会は、平野屋新田会所の保存について、平成１９年３月定例会で「平野屋新
田会所の保存を求める決議」を、平成１９年１２月定例会で「平野屋新田会所を破壊か
ら守り保存を求める緊急決議」を全会一致で可決しました。
また、「歴史文化的史跡の保存と整備に関する特別委員会」では、今年５月の「歴史

と文化を活かしたまちづくり提言」のなかで、なお保存への努力を求めてきました。
ところが10月6日に「平野屋新田会所跡地」の現所有者から大東市開発指導要綱に

基づく「開発行為協議書」が大東市に提出され、関係課との協議に入っていると聞き、
10月13日に緊急に本特別委員会協議会を開催し、この間の経過報告を受けました。
そして改めて10月20日に本特別委員会を開催し、会所跡地の宅地開発にかかる今後

の対応について、「政策推進部」「街づくり部」「生涯学習部」にどう保存していくのか
見解を正し、市としての明確な方向性を打ち出すことを強く要請しました。
平野屋新田会所は、会所の建物は破壊されたものの、発掘調査によって新田の開発と

経営の拠点としての重要性がさらに高まり、大阪府も文化庁も重要遺跡としての認識は
変わっていません。
現在、江戸時代の農業関係の国史跡は全国で４箇所しかないといわれています。それ

らと比べても往時の環境を最もよく残していると言われている貴重な会所跡が開発に
よって失われることは大きな損失です。全国から注目される文化財遺跡として、１３万
市民が誇りをもって「大東の歴史」を語るシンボルとしての「平野屋新田会所跡」の保
存に向けて、大東市が総力をあげていただきますよう、下記とおり申し入れます。

記

１　協定書締結までに以下のことを決定していただきたい。

① 教育委員会は、歴史的に貴重な「平野屋新田会所跡」を保存するため、全面保存
の方策を検討するとともに、少なくとも周壕・船着場、千石蔵などの特徴的な会
所の遺跡を保存すること。また、年々地域の祭の気運が盛り上がっていることか
ら、だんじり広場の確保を視野に入れて保存にむけての青写真を確定していただ
きたい。

② そのうえで、関係する政策推進部・街づくり部・生涯学習部と協議し、市として
保存にむけた最大限の努力を行うこと。

③ 協議内容を特別委員会に報告したうえで、協定書締結に望むこと。　　　　　　
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　住道駅前末広公園で
は、「ちゃおちゃお」や
「おおぐま共同保育所」
が中心になってフリー
マーケットを展開。若
い子ども連れで賑わっ
ていました。
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深北緑地にて

31

30

14

11

34

24

地域ぐるみの子育てをめざして

　　　　　　第２５回　第２５回　第２５回　第２５回　第２５回　

御供田公園にて

南郷小学校にて
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